
健康診断等の種類
実施時期・頻度・その他

報告様式の名称 根拠法令 報告

定期健康診断
□雇入れ時 □1年以内ごと

定期健康診断結果報告書
様式第6号

（報告対象事業場：労働者規模50人以上）

労働安全衛生規則
第43条・第44条 □

特定業務従事者健康診断
□配置時 □6月以内ごと

定期健康診断結果報告書
様式第６号

（報告対象事業場：労働者規模50人以上）

労働安全衛生規則
第45条 □

ストレスチェック
□1年以内ごと

心理的な負担の程度を把握するための検査結
果等報告書

様式第６号の２
（報告対象事業場：労働者規模50人以上）

労働安全衛生規則
第52条の9 □

有機溶剤等健康診断
□配置時 □6月以内ごと

有機溶剤等健康診断結果報告書
様式第３号の２

有機溶剤中毒予防規則
第29条 □

特定化学物質健康診断
□配置時 □6月以内ごと

特定化学物質健康診断結果報告書
様式第３号

特定化学物質障害予防規則

第39条 □

鉛健康診断
□配置時 □6月以内ごと※1

鉛健康診断結果報告書
様式第3号

鉛中毒予防規則
第53条 □

電離放射線健康診断
□配置時 □6月以内ごと

電離放射線健康診断結果報告書
様式第２号

電離放射線障害防止規

則 第56条 □

石綿健康診断
□配置時 □6月以内ごと

石綿健康診断結果報告書
様式第３号

石綿障害予防規則
第40条 □

じん肺健康診断
□配置時 □3年以内ごと
□1年以内ごと（管理区分2、

3）

じん肺健康管理実施状況報告
様式第８号

（報告は毎年1～2月末 健診実施しない年
も報告が必要）

じん肺法
第8条 □

歯科健康診断
□6月ごと
 対象：有害業務※2従事者

有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
様式第６号の２

労働安全衛生規則
第48条 □

四アルキル鉛健康診断
高気圧業務健康診断
除染等電離放射線健康診断

四アルキル鉛健康診断結果報告書 様式第3号
高気圧業務健康診断結果報告書 様式第2号
除染等電離放射線健康診断結果報告書 様式3号

四アルキル鉛中毒予防規則
第22条
高気圧作業安全衛生規則
第38条
除染電離放射線障害防止規
則 第20条

□

指導勧奨による特殊健康診断
（VDT、騒音、腰痛等29業務）

指導勧奨による特殊健康診断結果報告書 通達・ガイドライン等 □

労働安全衛生法では、事業者は労働者に対し、法令に基づき次の表に記載している健康診断
を実施するとともに、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署に報告することが義務付けら
れています。

本リーフレットにより、報告書提出の有無をご確認いただき、未提出の場合には、急ぎご提
出いただきますようお願いいたします。また、裏面には、健康診断結果報告書の提出方法や作
成時の注意事項等を掲載していますので併せてご覧下さい。

※1 はんだ付けの業務等、一部の鉛業務については1年以内ごと。
※2 有害な業務：塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉

じんを発散する場所における業務（労働安全衛生法施行令第22条第3項）。
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労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

e-Gov（イーガブ）電子申請について

健康診断結果報告等の提出方法について

【報告・問い合わせ先】
仙台労働基準監督署 安全衛生課
〒983-8507 仙台市宮城野区鉄砲町１仙台第4合同庁舎1階
TEL 022-299-9073  E-mail sendaisyo-anei2024@mhlw.go.jp

【入力支援サービス】

健康診断結果報告作成・提出時の注意事項

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

2025年１月１日より、以下の手続について電子申請が原則義務化されました。

○定期健康診断結果報告

○心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告（ストレスチェック）

○有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

○有機溶剤等健康診断結果報告

○じん肺健康管理状況報告

電子申請が原則義務化された手続（定期、ストレスチェック、

歯科、有機、じん肺）について、報告様式（帳票）の作成・印

刷ができるほか、画面から入力した情報をe-Govを介して直接

電子申請することができます。

報告は企業単位ではなく、事業場単位での作成が必要です。

・健診年月日が複数にわたる場合には、最終健診日を記入してください。

・報告は健診日や医療機関ごと等に分割して報告しても差し支えありません。

（ストレスチェック、じん肺健診以外に限る）

○健診対象労働者が所属する事業場名（支店名、営
業所名まで）を記入してください。

○所在地も同様、在籍労働者数の欄についても、企
業単位ではなく、支店、営業所等ごとに記載して
ください。

電子申請義務化について

例）

①東北支店：労働者100人

②仙台営業所：労働者60人

の２つの事業場がある場合、

報告書は①、②それぞれの報

告書を作成してください。

上記手続のほか、表面に記載している各健康診断等の結果につ

いて、電子申請システム「e-Gov」にてご報告ください。

【e-Gov】

https://shinsei.e-gov.go.jp/


	スライド 1
	スライド 2

